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令和２年第８回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分）

議長 皆さんおはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。ただいまの
出席議員は１２名で会議は成立します。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１
２２条の規定によって７番萱野議員、それと８番井澤議員を指名いたします。
日程第２、議案第１号教育委員の任命についてを議題とします。提案理由の説
明を求めます。町長。

町長 議案第１号、教育委員の任命について、平取町教育委員会委員に次の方を任命
したいので議会の同意を求めるものでございます。その方は住所、沙流郡平取
町字荷菜１１番地２、氏名、和田与志男氏です。生年月日は昭和３９年４月１
日で５６歳でございます。次のページをお開きください。経歴の概略ですけれ
ども、学歴は奈良県天理教校専修科を卒業され、昭和５９年４月１日から宗教
法人天理教高安大教会職員、平成１１年からは宗教法人天理教平取分教会代表
役員を務められております。平成１０年４月よりは北海道日高雅楽会の会長も
務められております。公職歴は記載のとおり、静内地区保護司会平取分区保護
司、平取町民生委員児童委員、平取町消防団第一分団部長、平成２０年１０月
からは教育委員会委員も３期務められておりまして、再度任命をさせていただ
くものでございます。和田氏は人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し見識
を有し、教育委員会制度にも深い理解を示していただいており適任者と判断し
ておりますので、ご同意についてご審議のほどお願い申し上げます。以上です。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について任命同意するこ
とに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第２、議案第１号教育委員の任命については任命同
意することに決定しました。
日程第３、議案第２号監査委員の選任についてを議題とします。本件は同意案
件ですので山田監査委員の退席を求めます。
（山田監査委員 退席）
それでは提案理由の説明を求めます。町長。

町長 議案第２号監査委員の選任について、平取町監査委員に次の方を選任したいの
で議会の同意を求めるものでございます。その方は住所、沙流郡平取町本町３
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４番地７、氏名、山田和博氏です。生年月日は昭和２８年２月８日６７歳でご
ざいます。次のページ、経歴の概要でございます。学歴は昭和４６年３月に松
下幸之助商学院を卒業され、平成２９年４月まで有限会社山田電器商会取締役
社長を務められております。公職歴は平取町商工会理事、監事、静内地区保護
司会平取分区保護司、平取消防団第一分団分団長などを務められ、平成２０年
１０月からは平取町監査委員として３期にわたり務めていただいております。
この度、再任をさせていただくものでございます。山田氏は人格が高潔で、自
治体の財務管理、業務の経営管理、その他行政運営に関しすぐれた見識を有す
る方で、監査委員制度にもご理解を示していただいており適任者と判断してお
りますので、ご同意についてご審議のほどお願い申し上げます。以上です。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について選任同意するこ
とに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第３、議案第２号監査委員の選任については選任に
同意することに決定しました。
（山田監査委員 着席）
日程第４、議案第３号公平委員の選任についてを議題とします。提案理由の説
明を求めます。町長。

町長 議案第３号、公平委員の選任について議会の同意を求めるものでございます。
この度、現在選任させていただいている３名の方の任期が令和２年９月３０日
となっておりますので、それに伴い新たな委員を選任し議会の同意を求めるも
のでございます。６ページから説明をさせていただきます。まずお一人目、住
所、沙流郡平取町字荷菜１１番地２、氏名、和田ともよ氏でございます。生年
月日は昭和４２年３月１４日５３歳でございます。平成元年３月北海道衛生学
院助産婦科を卒業され、現在、非常勤看護師として社会福祉法人平取福祉会平
取デイサービスセンターに勤務されてございます。公職歴は平成７年６月から
平取消防団女性消防団員も務めており、平成２７年１２月からは平取町公平委
員も２期務めていただいております。今回、再任をさせていただくものでござ
います。７ページでございます。次に沙流郡平取町字幌毛志９３番地４、鈴木
透氏でございます。生年月日は昭和３５年１月２５日６０歳でございます。学
歴は北海道静内高校農業科を卒業されており、公職歴は平成２０年１１月から
２４年１０月まで平取町総合計画の審議会委員、平成２２年４月からは平取町
立振内小学校の評議員を務めていただいております。平成２８年６月からは公
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平委員にも任命させていただき今回再任をさせていただくものでございます。
次のページをお開き下さい。３人目でございますけれども住所、沙流平取町字
貫気別２５３番地３の氏名、櫛田正嗣氏でございます。生年月日は昭和３０年
８月３日６５歳でございます。経歴の概要ですけども、学歴は北海道岩見沢農
業高等学校農業科を卒業され、昭和４９年４月から農業を後継してございます。
公職歴は昭和５２年５月から長きに渡り平取町消防団員を務められ、平成１０
年から平取町社会福祉協議会評議員、平成１６年１２月から平成２３年１月ま
で民生委員としてご尽力をいただいてございます。この度、中村委員に代わり
まして新たに平取町公平委員会委員として任命をさせていただくものです。以
上３名の方々は人格見識が高く公平委員会制度にも深い理解を示していただい
ており、適任者と判断しておりますのでご同意についてご審議のほどお願い申
し上げます。以上です。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本件は３名の任命同意が求め
られておりますので採決は１名ずつ行います。公平委員として和田ともよ氏の
選任に同意することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に鈴木透氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。次に櫛田正嗣氏の選任に同意することに賛成の方は挙手願いま
す。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第４、議案第３号公平委員の選任については３氏の
選任に同意することに決定しました。
日程第５、議案第４号平取町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す
る条例についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第４号平取町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につ
いてご説明申し上げますので、議案書９ページをお開き願います。平取町職員
の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第９
６条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。次のページをご覧
下さい。平取町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のとおり改正する
ものです。今回の改正理由については人事院規則の一部を改正する規則が令和
２年３月１８日に公布・施行し、改正後における規則の規定は同年１月２７日
から遡及して適用されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の防疫等作業
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に従事した職員について特例措置として防疫等作業手当を支給するため、国な
どの取り扱いに準じ所要の改正を行うものであります。今回の改正による平取
町における対象業務につきましては北海道人事委員会規則で定める業務を参考
とし、地域の実情に応じてこの条例を制定しようとするものであり、１つは患
者等の移送時に行う介助業務、２つ目はクラスター発生施設における診療、看
護又は検体採取業務、３つ目はクラスター発生施設におけるゾーニング又は感
染症対策指導等の業務、４つ目は自宅等において行う検体採取業務などであり
ます。それでは改正内容についてご説明申し上げますので、１１ページの新旧
対照表をご覧願います。新旧対照表の左側の下線箇所が改正案となり今回、附
則を附則第１項とし附則に次の２項を加えるものであります。２、職員が新型
コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第２条に規定する期
間の期日までの間に限り、新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れる病院、
診療所及び収容する施設の内部、又はこれに準ずる区域若しくは場所として町
長が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康
を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が定めるものに
従事したときは、感染症防疫等作業手当を支給する。３、前項の手当の額は作
業に従事した日１日につき３，０００円（新型コロナウイルス感染症の患者若
しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接
して行う作業その他、町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっ
ては４，０００円）とするものであります。また今回、新旧対照表に追加規定
する「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」が時限
立法であり、同令の施行の日から起算して１年を経過する日をもって失効する
こととされていることから、この防疫等作業手当は一時的な特例措置として位
置付け、本則ではなく附則にて規定するものであります。なお附則と致しまし
て、この条例は公布の日から施行し改正後の平取町職員の特殊勤務手当に関す
る条例附則第２項及び第３項の規定は、令和２年４月１日から適用するもので
あります。以上、平取町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条
例についてご説明申し上げましたので、ご審議の程宜しくお願い致します。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論ありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第５、議案第４号平取町職員の特殊勤務手当に関す
る条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決しました。
日程第６、議案第５号平取町防災会議条例の一部を改正する条例についてを議
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題とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

議案第５号平取町防災会議条例の一部改正についてご説明申し上げますので議
案の１２ページをご覧下さい。平取町防災会議条例の一部を次のとおり改正し
ようとするものです。議案書の１３ページ、１４ページをご覧下さい。平取町
防災会議条例の第３条第５項中第８号を９号とし、第２号から第７号までを１
号ずつ繰り下げ、第２号に陸上自衛隊の部隊又は機関の長を加え、同じく第３
条第５項に第１０号町長が特に防災上必要と認める団体の役員のうちから任命
する者を加えようとするものです。また第３条第６項中２２名を２５名に改め
ようとするものです。改正理由についてご説明申し上げます。第３条では防災
会議の組織について規定され、その第５項では委員の組織について規定がされ
ています。道の職員、北海道警察の警察官、教育委員会の教育長等、具体的な
機関と職名により町長の任命、指名等により組織することとなっていますが、
ここに陸上自衛隊の部隊または機関の長と町長が特に防災上必要と認める団体
の役員のうちから任命する者を加え組織の補強を図ろうとするものです。自衛
隊につきましては気候変動による自然災害の激甚化に伴い各種会議等での協
議、連携する機会が増えていること、避難行動要支援者に関して協定を締結す
るなど防災会議での協議に参加していただくことが相当する関係機関であり、
既に防災会議を開催する際にはオブザーバーという立場で出席をお願いしてい
ることもあり今回の改正の提案に至っております。町長が特に防災上必要と認
める団体の役員のうちから任命する者につきましては、避難行動要支援者の支
援に関して自治会との連携が必要であることから、具体的に平取町自治振興会
長を想定して改正を提案するものであります。こちらも既に防災会議の避難行
動要支援者の支援に関連して出席をお願いしているところです。第６項は第５
項の改正に伴う定数の増員についての提案となります。以上、ご説明いたしま
したのでご審議の程よろしくお願いいたします。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１０番藤澤議員。

１０番
藤澤議員

１０番藤澤です。ただいまの説明でほぼ、私個人的には色々、北海道含めた防
災訓練と申しますか、大々的に行われた経験を２・３度していますが、ただい
まの提案については町長の判断ですぐ、北海道では誰々、その傘下には誰々と
いうふうにすぐ組織されるものなんでしょうか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答え致します。防災会議の役員については細かく条例の方でご説明申し上げ
たとおり、その機関名と役職で位置づけをされております。また国の方で定め
ている公共防災機関というのが４月に告示をされるかたちになっていまして、
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例えば郵便局ですとか、そういったところの役員さんとかはそういったものに
位置づけられていまして、そういったことでこの地域の防災会議にも参加して
いただくような規定の流れもありまして、大体どこの町村も２２名程度で、我々
の条例に沿ったような方々にご賛同いただいているかたちとなっています。自
衛隊については最近この防災会議に加える町村が増えてきている状況でありま
して、今現在、日高管内では日高町と今回改正となれば平取町が自衛隊を加え
ている町というかたちになります。

議長 よろしいですか。他にありませんか。
（質疑なしの声）
質疑を終了いたします。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第６、議案第５号平取町防災会議条例の一部を改正
する条例については原案のとおり可決しました。
日程第７、議案第６号平取町災害対策本部条例の一部を改正する条例について
を議題とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

意見案第６号、平取町災害対策本部条例の一部改正についてご説明を申し上げ
ます。議案書の１５ページをご覧下さい。平取町災害対策本部条例の一部を次
のとおり改正しようとするものです。議案書の１６ページ、１７ページをご覧
下さい。平取町災害対策本部条例の１条中第６項を「の２第８項」に改めよう
とするものです。改正理由についてご説明いたします。災害対策基本法につき
ましては国民の生命、身体及び財産を災害から保護し社会秩序の維持と公共の
福祉を確保することを目的に定められており、災害対策に関して国・都道府県・
市町村・指定公共機関等の責務を明確にするとともに、防災に関する組織につ
いてもこの法律で明確にされています。都道府県及び市町村において地方防災
会議、災害対策本部を設置することもこの法律により規定されています。全て
の都道府県及び市町村に防災会議、災害対策本部が設置をされています。この
災害対策基本法の改正により町が本条例に定める根拠となっている条項、第２
３条第６項、市町村災害対策本部に関し必要な事項は市町村の条例で定めるが
第２３条の２第８項に改められていることから、改め文及び新旧対照表のとお
り改正をしようとするものです。以上、ご説明いたしましたのでご審議の程よ
ろしくお願いいたします。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。３番四戸議員。
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３番
四戸議員

３番四戸です。今、災害本部の条例ということで確認しておきたいことがござ
いますので質問いたします。私たちも災害本部は役場が本部になるんだという
ふうに理解しておりますけども、昨日も質問しておりますけども２年前の地震
災害の時には役場も停電して関係者も大変な思いをしたと思いますけど、もし
同じようなことが起きて、役場が機能しなかった場合に一応、ふれあいセンタ
ーというふうに聞いておるんですけども、その辺をもう一度確認しておきたい
なと思います。いかがでしょうか。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えいたします。災害対策本部につきましては今のご発言どおり、役場にそ
の本部を置きまして本部長を町長と定めることとしています。ただ今般の災害
の激甚化に伴いまして、その代替について防災計画で改めて定めをしてござい
ます。具体的には災害対策本部の役場がその機能を果たさなくなった時は、本
部をふれあいセンターに移すというかたちで定めております。あともし万が一、
町長の身に何かがありまして本部長を務められない場合は副町長というような
かたちで、必ず本部機能を失わないような規定の方、改めて計画の方に定めて
いるところでございます。

議長 よろしいですか。３番四戸議員。

３番
四戸議員

３番四戸です。課長の今の説明でおよその事は分かりましたけども、例えばさ
っきも言いましたけどもここが本部として使えない場合にそれに関わる関係
者、それとふれあいセンター何かの準備はすぐ対策本部としてできるのか、そ
の辺も確認しておきたいと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えします。役場庁舎についてはかなり庁舎が古くて本町地区の後期計画の
再編成の建物にも上がっていることから、防災の対策について今この施設につ
いて特に行っているということではないんですが、代わりに代替施設のふれあ
いセンターにつきましてはもし電源を非常時、失ったとしても太陽光電池の方
を今現在は設置をしておりまして、国の指定する７２時間の給電が可能な状況
となっています。ですから例えば庁舎が壊滅的に使えない状況にならなくても、
電源を失ってしまった場合、今現在は平取庁舎ですとおよそ１０時間ぐらいし
か機能しないので例えばその後、必要に応じてふれあいセンターに移すという
ようなことも想定してシミュレーションを行っております。

議長 よろしいですか。他になければ質疑を終了いたします。次に討論を行います。
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反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第７、議案第６号平取町災害対策本部条例の一部を
改正する条例については原案のとおり可決しました。
日程第８、議案第７号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更
についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第７号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約
についてご説明申し上げますので、議案書１８ページをお開き願います。今回
の提案理由については北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の構成団体
について解散による脱退異動があり、その規約の一部を変更する必要が生じた
ことから、地方自治法第２９０条の規定に基づき同組合を構成する町の議会の
議決を求めるものであります。変更内容についてご説明致しますので議案書１
９ページをお開き願います。同組合規約別表第１中、「山越郡衛生処理組合」、
「奈井江、浦臼町学校給食組合」及び「札幌広域圏組合」をそれぞれ組織の解
散により削除するものであります。なお附則と致しまして、この規約変更案は
地方自治法第２８６条第１項の規定よる総務大臣の許可の日から施行しようと
するものであります。以上、「北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一
部を変更する規約案」に関しご説明申し上げましたのでご審議の程宜しくお願
い致します。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第８、議案第７号北海道町村議会議員公務災害補償
等組合規約の一部変更については原案のとおり可決しました。
日程第９、議案第８号北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてを議
題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第８号北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約についてご説
明申し上げますので、議案書２０ページをお開き願います。今回の提案理由に
ついては北海道市町村総合事務組合の構成団体について解散による脱退異動が
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あり、その規約の一部を変更する必要が生じたことから地方自治法第２９０条
の規定に基づき、同組合を構成する町の議会の議決を求めるものであります。
変更内容についてご説明致しますので議案書２１ページをお開き願います。同
組合規約・別表第１、石狩振興局（１２）の項中「（１２）」を「（１１）」に改
め、「札幌広域圏組合」を削り、同表、渡島総合振興局（１６）の項中「（１６）」
を「（１５）」に改め、「山越郡衛生処理組合」を削り、同じく同表、空知総合振
興局（３２）の項中「（３２）」を「（３１）」に改め、「奈井江、浦臼町学校給食
組合」を削除するものです。また別表第２の９の項中「札幌広域圏組合」、「山
越郡衛生処理組合」及び「奈井江、浦臼町学校給食組合」を削除するものであ
ります。なお附則と致しまして、この規約変更案は地方自治法第２８６条第１
項の規定による北海道知事の許可の日から施行しようとするものであります。
以上、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約案に関しご説明申
し上げましたので、ご審議の程宜しくお願い致します。 

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第９、議案第８号北海道市町村総合事務組合規約の
一部変更については原案のとおり可決しました。
日程第１０、議案第９号北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更につい
てを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第９号北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約について
ご説明申し上げますので、議案書２２ページをお開き願います。今回の提案理
由については北海道市町村職員退職手当組合の構成団体について、解散による
脱退異動があり、その規約の一部を変更する必要が生じたことから、地方自治
法第２９０条の規定に基づき同組合を構成する町の議会の議決を求めるもので
あります。変更内容についてご説明致しますので、議案書２３ページをお開き
願います。同組合規約・別表（２）、一部事務組合及び広域連合の表、渡島管内
の項中「山越郡衛生処理組合」、同表、空知管内の項中「奈井江、浦臼町学校給
食組合」をそれぞれ解散により削除するものであります。なお附則と致しまし
て、この規約変更案は地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の許
可の日から施行しようとするものであります。以上、北海道市町村職員退職手
当組合規約の一部を変更する規約案に関しご説明申し上げましたので、ご審議
の程宜しくお願い致します。
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議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１０、議案第９号北海道市町村職員退職手当組合
規約の一部変更については原案のとおり可決しました。
日程第１１、議案第１３号財産の取得についてを議題とします。提案理由の説
明を求めます。生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

それでは議案第１３号財産の取得についてご説明申し上げますので、本日追加
でお配りしております議案をご覧下さい。本件は議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定によりまして、取得する財
産の価格が１０００万円以上になることから議会の議決を得ようとするもので
す。今回、取得する財産につきましては小学校教育用パソコンでございます。
型式につきましてはタブレット型パソコン、ＮＥＣ社製で片番はＰＣ－ＶＥＥ
１１Ｒ５Ｄ６４Ｇ８となっております。数量は２７０台でございます。取得金
額につきましては１９１８万６２００円でございます。取得の相手方は平取町
本町５番地３、有限会社なかやま電器、代表取締役、仲山功氏であります。以
上、ご説明申し上げましたのでご審議の程よろしくお願いいたします。

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１１、議案第１３号財産の取得については原案の
とおり可決しました。
日程第１２、議案第１４号工事請負契約の締結についてを議題とします。提案
理由の説明を求めます。建設水道課長。

建 設水 道
課長

それでは本日の追加議案になります議案第１４号工事請負契約の締結について
ご説明申し上げます。この工事につきましては９月１１日に入札を執行いたし
ましたが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例
に基づき議会の議決を得ようとするものでございます。工事名、仁世宇川沿線
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仁世宇１号橋上部工製作工事、工事場所、沙流郡平取町字仁世宇、工事概要、
工場製作工、鋼橋架設工、仮設工、各一式でございます。請負金額につきまし
ては９６２５万円、契約の相手方につきましては、室蘭市崎守町３８５番地、
株式会社楢崎製作所、代表取締役社長、小櫻義隆氏であります。なお工期につ
きましては令和３年３月２６日であります。本工事の入札指名につきましては
当初５社を指名いたしましたが、４社が技術者の配置が困難との理由から入札
参加を辞退し、株式会社楢崎製作所１社のみの参加でございました。落札率は
９９．５％であります。また新しい橋の建設場所につきましては現在の位置よ
り８０メートルほど下流側に建設し、今回の工事完成も床版、地覆、高欄等の
工事を実施し、古い橋を撤去する計画になっており令和３年度中の供用開始を
予定しております。以上、ご説明申し上げましたのでご審議の程をよろしくお
願いします。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１２、議案第１４号工事請負契約の締結について
は原案のとおり可決しました。
日程第１３、議案第１５号工事請負契約の締結についてを議題とします。提案
理由の説明を求めます。建設水道課長。

建 設水 道
課長

同じく追加議案になります議案第１５号工事請負契約の締結についてご説明申
し上げます。この工事につきましても９月１１日入札を執行いたしましたが、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例に基づき、
議会の議決を得ようとするものでございます。工事名、仁世宇川沿線仁世宇１
号橋下部工外道路工事、工事場所、沙流郡平取町字仁世宇、工事概要、土工、
路盤工、排水工、橋台工、法覆護岸工、各一式でございます。請負金額、１億
４５０万円、請負契約者、沙流郡平取町本町９２番地３、株式会社平村建設、
代表取締役、平村徹郎氏であります。工期につきましては令和３年３月２６日
であります。本工事の入札参加者につきましては、日新建設株式会社、有限会
社楠建設、株式会社小林組、株式会社五十嵐工業、株式会社平村建設の５社で
あります。落札率につきましては９５．９％でありました。以上、ご説明申し
上げましたのでご審議の程よろしくお願いします。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。３番四戸議員。
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３番
四戸議員

３番四戸です。今、課長の説明で１４号の中で工期が３月２６日、これは上部、
橋の上部だと思うんですけども、その次に同じところだと思うんですけど同じ
橋だと思うんですけど下部工事、橋台工の中だと思うんですけども、これも工
期３月２６日となっておりますけども、この辺を工期としては工事が重なって
いくようなことはないんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。その辺、確認し
ておきたいと思います。

議長 建設水道課長。

建 設水 道
課長

ご指摘のとおり工事は重なります。上部を架設する場合は橋台がまずできてい
なければ、上に架けられないという理屈になります。下部工につきましては多
分、それは上部との打ち合わせも必要なんですけども、調整が必要なんですけ
ども、まず工事的には先に橋台の方を施工して、それから附帯、護岸ですとか
道路とかもあるので、そっちの方、手をつけるということになりますので、調
整は必要ですけども工事は一部だぶるというようなことでいけるということで
考えております。

議長 よろしいですか。他に。なければ質疑を終了します。次に討論を行います。反
対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１３、議案第１５号工事請負契約の締結について
は原案のとおり可決しました。
日程第１４、議案第１０号令和２年度平取町一般会計補正予算第８号を議題と
します。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第１０号「令和２年度平取町一般会計補正予算（第８号）」につきましてご
説明致しますので２４ページをお開き下さい。令和２年度平取町一般会計補正
予算（第８号）は、次に定めるところによるものとします。第１条歳入歳出予
算の補正ですが、歳入歳出にそれぞれ１億５５７５万１千円を追加し、歳入歳
出予算の総額をそれぞれ７８億６２９６万８千円にしようとするものです。第
２項で歳入歳出予算の補正における款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によるものとして
います。また第２条で地方債の変更は「第２表地方債補正」によるとするもの
です。それでは「歳入歳出事項別明細書」の歳出からご説明致しますので３４
ページをお開き下さい。今回の補正については、国が新たに創設した「新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」や「新型コロナウイルス感染症対応
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地方創生臨時交付金」などの財源を活用して、新型コロナウイルスの感染拡大
の防止策や第３波に備えるための事業と「一般財源」などから「新型コロナウ
イルス感染症対応地方創生臨時交付金」に財源を振り替えた事業など必要な予
算を補正するものです。上段、２款１項１目一般管理費１１４８万６千円を増
額するものです。内訳としては１０節需用費修繕料１２０万円の増額、１２節
委託料８３３万６千円の増額、１７節備品購入費１９５万円の増額であります。
１０節需用費については飛沫からの感染を防止するため、役場本庁舎、ふれあ
いセンター及び振内支所の受付カウンターにアクリル製パーテーションなどを
加工・設置し、また接触感染の防止を図るため手洗い蛇口のレバー化と１階ト
イレ照明の人感センサー化などの改修をするものであります。また１２節委託
料については、３密の密閉空間を避けるため、インターネットを通じて遠隔拠
点との会議を可能にするＷｅｂ会議システムを導入するものであります。１７
節備品購入費については先程、需用費でご説明致しました飛沫防止用の特注ア
クリル板の購入と感染拡大防止を図るために来庁者の多い役場本庁舎、ふれあ
いセンター及び中央公民館に自動検温機能を登載したアルコール消毒自動噴射
器のデジタルサイネージを購入するものであります。なお財源につきましては
全額「地方創生臨時交付金」を充当するものです。続いて下段、２款１項９目
企画費１１３万６千円の減額です。内訳としては１１節役務費手数料５６２万
円の増額、１２節委託料６２２万６千円の減額、１３節使用料及び賃借料５３
万円の減額であります。１１節役務費については幌毛志・岩知志・豊糠地区に
おけるＮＴＴ柱の建替えによる光ケーブルの支障移転工事、ブロードバンド設
備と光インターネットへの新規加入に伴う引き込み線などの設備整備でありま
す。また１２節委託料については新型コロナウイルスの感染防止のため幌尻登
山のシャトルバスの運行を中止したことにより「糠平・幌尻林道シャトルバス
運行業務等委託料」１１２６万６千円を減額し、またＪＲ日高線が不通となり
苫小牧圏へ通学している生徒の送迎は保護者に大きな負担となっていることか
ら、新たに「苫小牧圏通学等調査運行業務委託料」５０４万円を計上し、仁世
宇からＪＲ鵡川駅までを一日２往復し乗車人員の把握や利用者の意向調査など
を実施するものであります。１３節使用料及び賃借料については只今ご説明し
たとおりシャトルバスの運行中止により「シャトルバス待合所等借上料」５３
万円を減額するものであります。３５ページをお開き下さい。上段、２款１項
１３目アイヌ文化情報センター費３２７万８千円を増額するものです。内訳と
しては１０節需用費消耗品費、修繕料合わせて６５万円の増額、１７節備品購
入費２６２万８千円の増額であります。１０節需用費については新型コロナウ
イルスの感染防止を図るため、二風谷工芸館に非接触型アルコール消毒噴霧器
６台とその必要な消毒液１０缶などを購入するものであり、また接触感染の防
止を図るため男子用・女子用及び身障者用トイレ照明スイッチの人感センサー
化などの改修をするものであります。また１７節備品購入費についても同様に
ドーム型の非接触型体温測定器１台とハンディ型の非接触型体温計１台を、ま
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た展示・即売スペースや事務室などに新たにエアコン４台と空気清浄機４台を
それぞれ整備するものであります。なお財源につきましては全額「地方創生臨
時交付金」を充当するものです。続いて下段、２款２項２目賦課徴収費８８２
万円を増額するものです。内訳としては１１節役務費保険料、手数料合わせて
７万６千円の増額、１７節備品購入費８７３万７千円の増額、２６節公課費７
千円の増額であります。１７節備品購入費については新型コロナウイルス感染
症関連対策として必要な予算を補正するものであります。１つは、「所得税住民
税申告支援システム」であります。これは新型コロナウイルスの感染防止対策
として国税庁からもＩＣＴ活用の推進を求められているため「所得税住民税申
告支援システム」を導入し、毎年の確定申告時における待ち時間やその対応時
間の短縮を図るものであります。２つ目は「法人町民税管理システム」であり
ます。国などは新型コロナウイルス感染症に係る経済対策として納税猶予など
の措置を講じており、当町においても当該措置を適正に実行するため「法人町
民税管理システム」を導入するものであります。３つ目は「車両」の購入であ
ります。これは新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方や住民
からの問い合わせに迅速かつ柔軟に対応するため「納税相談用の車両」を購入
するものであります。なお１１節役務費及び２６節公課費についてはこの車両
を購入するための自賠責保険料、リサイクル料、重量税などの諸費用であり、
財源につきましては全額「地方創生臨時交付金」を充当するものです。３６ペ
ージをお開き下さい。２款４項２目町長選挙費４２８万円の減額です。これは
６月９日告示の平取町長選挙について無投票となったため、１節報酬から１８
節負担金補助及び交付金までの経費を精算したことにより、今回その不用額を
減額するものであります。３７ページをお開き下さい。上段、３款１項１目社
会福祉総務費２２節償還金利子及び割引料５２万３千円の増額です。令和元年
度における障害者医療費に係る公費負担額については生活保護者などの人工透
析患者の利用が計画を下回ったため、その超過分を国や道に返還し精算するも
のであります。続いて下段、３款１項２目老人福祉費２７節繰出金３８万１千
円の減額です。これは介護保険制度システム改修事業が国庫補助金の対象事業
となったことからその国庫補助金相当額に対し、介護保険特別会計への繰出金
を減額するものであります。３８ページをお開き下さい。上段、３款１項６目
生活館費１０節需用費修繕料９１万５千円の増額です。これは新型コロナウイ
ルスの接触感染の防止を図るため生活館や改善センターを対象にトイレ手洗場
や調理場などの水道蛇口ハンドル１１５箇所と混合栓ハンドル８箇所をレバー
化し、また換気の悪い密閉空間を避けるため本町生活館集会室に開閉式網戸６
枚を取付けるものであります。なお財源につきましては「地方創生臨時交付金」
を充当するものです。続いて下段、３款１項７目工芸伝承館費３３万円を増額
するものです。内訳としては１０節需用費消耗品費４万８千円の増額、１７節
備品購入費２８万２千円の増額であります。１０節需用費については新型コロ
ナウイルスの感染防止を図るため平取町アイヌ工芸伝承館に非接触型体温計２
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台、ポンプ式アルコール消毒噴霧器２台とその必要な消毒液４缶などを購入す
るものであります。また１７節備品購入費についても同様、平取町アイヌ工芸
伝承館に足踏み式アルコール消毒噴霧器２台とベルトパーテーション１０台を
それぞれ購入するものであります。なお財源につきましては全額「地方創生臨
時交付金」を充当するものです。３９ページをお開き下さい。上段、３款１項
８目介護支援費６９万６千円を増額するものです。内訳としては１０節需用費
消耗品費２９万６千円の増額、１７節備品購入費４０万円の増額であります。
これは国が新たに創設した「緊急包括支援交付金」を活用して新型コロナウイ
ルスの感染防止を図るための必要な予算を補正するものであります。１０節需
用費については感染防止や第３波に備えるため、「居宅介護支援事業所」と「介
護予防支援事業所」にマスク３０００枚、手袋１２００枚、消毒液６缶などを
購入するものであります。また１７節備品購入費についても同様、両事業所に
飛沫防止パネル２枚、加湿付き空気清浄機２台、携帯式体温計５個などを購入
するものであります。なおこの財源につきましては全額「緊急包括支援交付金」
を充当するものです。続いて下段、４款１項２目予防費４４３万１千円を増額
するものです。内訳としては１２節委託料１８８万６千円の増額、１８節負担
金補助及び交付金２５４万５千円の増額であります。「インフルエンザ」の流行
時期における高熱は「インフルエンザ」と「新型コロナウイルス」との診断が
難しくなることから、全町民を対象にインフルエンザ予防接種助成事業を拡充
し６か月未満児を除く中学生以下は全額補助とし、また高校生以上はその接種
費用の２分の１を補助するための必要な予算を補正するものであります。１２
節委託料については各医療機関で実施されるインフルエンザ予防接種に係る手
技料などの費用であり、１８節負担金補助及び交付金についてはインフルエン
ザ予防接種を受けた方への償還払いの費用でありまして、財源については全額
「地方創生臨時交付金」を充当するものです。なお当初予算において措置して
おりましたインフルエンザ予防接種助成事業の財源につきましても「平取町ふ
るさと応援基金」から「地方創生臨時交付金」に振り替えるものです。４０ペ
ージをお開き下さい。上段、５款１項２目農業振興費８節旅費と１３節使用料
及び賃借料ですが、これは新型コロナウイルスの影響により都市部での暮らし
に不安を抱え新たな価値を地方に見出す機運が高まっていることから、都市部
からの移住者を積極的に呼び込むため新規就農者相談会に参加する費用であり
ます。なお新規就農者確保事業については６月定例会において旅費や会場使用
料などの一部を減額補正し、その財源を「地域づくり総合交付金」に求めてい
たところでありますが、今回その事業に係る財源を全額「地方創生臨時交付金」
に振り替えるものです。続いて下段、５款１項４目畜産業費１４７４万５千円
を増額するものです。内訳としては１７節備品購入費２００万円の増額、１８
節負担金補助及び交付金１２７４万５千円の増額であります。１７節備品購入
費については新型コロナウイルスの第３波や自粛解除後における施設利用者へ
の感染防止と衛生管理の徹底を図るため宿主別町有牧場に屋外バイオトイレを
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新設するものであります。次に１８節負担金補助及び交付金１２７４万５千円
です。これは新型コロナウイルスの影響により売上額が減少した肉用牛生産者
などに対して緊急措置的に支援するための必要な予算を補正するものでありま
す。１つは肉用牛肥育生産者経営安定緊急事業支援金６７０万円です。これは
新型コロナウイルスの影響により出荷売上額が減少した肉用牛生産者に対して
５月～９月までに出荷した和牛肥育牛のうち生産者が牛マルキンの積立金を拠
出し、国費分の牛マルキンの発動を受けた場合にその発動額の４分の１を支援
するものであります。２つ目は酪農生産者経営安定緊急事業支援金１０４万５
千円です。これも同様に出荷売上額が減少した酪農生産者に対して学校給食休
止期間に出荷した生乳のうち、ホクレンへ加工原料向けに拠出した乳量１キロ
当たり１円を給付するものであります。３つ目は平取町軽種馬生産緊急馬セリ
市支援金３００万円です。これも同様に販売収入が減少した軽種馬生産者に対
して「馬セリ市」に上場した場合に１生産者につき３０万円を上限として販売
申込をした場合は１０万円を、また上場した馬１頭につき５万円を給付するも
のであります。４つ目は平取町優良肉用牛繁殖雌牛定着化事業支援金２００万
円です。これも同様に自家生産した優良黒毛和牛繁殖雌牛の増頭などを支援す
るため平取町優良肉用牛繁殖雌牛定着化事業を今年度に限り１戸当たり２頭か
ら４頭に拡大し、肉用牛生産者の定着化を図るものであります。なお財源につ
きましては全額「地方創生臨時交付金」を充当するものです。４１ページをお
開き下さい。上段、５款２項３目治山治水費１４節工事請負費５００万円の増
額です。これは丸山地先小規模治山事業について当初実施設計していた施設規
模よりも大きな施設が必要となることが判明し、構造物の性質上、分割での施
工が困難なため増額するものであります。なお財源につきましては小規模治山
事業補助金２５０万円と緊急自然災害防止対策事業債２５０万円を充当するも
のです。続いて下段、６款１項２目商工振興費１８節負担金補助及び交付金２
５００万円の増額です。これは新型コロナウイルスの影響により宿泊者が減少
し経済的損失を受けた宿泊事業者に対して事業継続支援と誘客促進を図るため
宿泊した道民を対象に大人１泊１万円以上の場合は５千円を上限とし、また大
人１泊１万円未満の場合はその宿泊料の５０パーセントを助成するものであり
ます。また感染予防対策として新型コロナウイルスの第３波に備えるため、接
客を要する飲食店、店舗、小売業などの事業者に対して、一事業者につき５万
円を上限としてマスクや消毒液などの衛生用品の他にアクリル板や空気清浄機
などの感染防止用具の費用の一部を支援するものであります。なお財源につき
ましては「地方創生臨時交付金」を充当するものです。４２ページをお開き下
さい。上段、６款２項１目観光振興費１２節委託料３２５０万円の増額であり
ます。これは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各種イベントなどが中止と
なり、積極的に観光事業を推進できない状況であり、また特産品などの消費低
迷も続いていることからＩＴやメディアなどを活用してまちの情報発信をする
ための必要な予算を補正するものであります。１つは魅力的観光滞在コンテン
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ツ実証事業です。これは博物館などの展示物に人工衛星からのＧＰＳを活用し
たジオフェンスを設置し、来館者がそのジオフェンスに近づくと自動的にその
展示物に関する解説や映像を流すことにより接触感染の防止を図るものであり
ます。２つ目は、特産品情報発信・消費拡大事業です。これは新型コロナウイ
ルスの影響により「びらとりトマト」や「びらとり和牛」の消費低迷や「各種
観光イベント」なども中止になっていることから、メディアを活用して町の特
産品などを積極的にＰＲするものであり、またドライブスルー方式による和牛
セットなどの特売会を開催するものであります。３つ目はびらとり和牛消費拡
大事業です。これは只今ご説明致しました町の特産品ＰＲ事業とタイアップし、
町外者向けに和牛を低価格にて販売し「びらとり和牛」の消費拡大を図るもの
であります。４つ目は、情報発信・街中回遊事業です。これは新型コロナウイ
ルスの影響により各種イベントが中止となっていることから観光協会のホーム
ページを利用して情報発信を強化するものであり、また平取町関連の各ホーム
ページなども活用してＷｅｂ上で街中を周遊し謎解きをするなど、道内外へＳ
ＮＳで町の魅力を発信するものであります。なお財源につきましては全額「地
方創生臨時交付金」を充当するものです。続いて下段、８款１項２目災害対策
費３５７万９千円を増額するものです。内訳としては１０節需用費消耗品費８
８万９千円の増額、１７節備品購入費２６９万円の増額であります。１０節需
用費については避難所の衛生環境と発熱者などの誘導体制を強化するため防災
備蓄品としてフェイスガード５００枚、感染用の防護服２００着、ワイドキャ
リーカート５台などを購入するものであります。また１７節備品購入費につい
ても同様に振内支所に防災備蓄倉庫１棟を設置する他、折り畳み式リヤカー５
台と軽量携帯用折り畳み担架５台などの必要な資機材を購入し、避難所の早期
設営に努めるものであります。なお財源につきましては全額「地方創生臨時交
付金」を充当するものです。４３ページをお開き下さい。上段、９款１項２目
事務局費２３５万５千円を増額するものです。内訳としては２節給料１１２万
８千円の増額、３節職員手当１９万１千円の増額、４節共済費１０万１千円の
増額、１０節需用費消耗品費、食糧費合わせて５８万５千円の増額、１２節委
託料３５万円の増額であります。２節給料から４節共済費については学校指導
体制強化事業として道費負担の事務職員を配置しておりましたが、二風谷小学
校における児童数の減少に伴い当該職員の配置が廃止されたため、新たに町単
独で会計年度任用職員を採用したことによる人件費の増額であり、財源につき
ましては「一般財源」を充当するものです。また１０節需用費については地元
産食材の消費拡大と町内の飲食店を支援するため、平取養護学校に黒豚、
トマト、キュウリなどの給食食材３回分を提供し、また平取高校には平取料飲
店組合を通じて地元産食材を使用した弁当４回分を提供するものであり、財源
につきましては「地方創生臨時交付金」を充当するものです。１２節委託料に
ついては新型コロナウイルスの感染防止対策として整備する電子黒板や書画カ
メラなどのＩＣＴ機器を活用した学習指導の推進を図るための教職員向けの研
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修事業でありまして、この財源につきましても「地方創生臨時交付金」を充当
するものです。続いて下段、９款２項１目学校管理費１８１２万３千円を増額
するものです。内訳としては１０節需用費消耗品費、修繕料合わせて６５０万
７千円の増額、１７節備品購入費１１６１万６千円の増額であります。１０節
需用費については新型コロナウイルスの接触感染の防止を図るためペーパータ
オル７万５千枚、水道蛇口のレバー化１９０箇所の他にトイレ小便器のセンサ
ー化６３箇所と貫気別小学校のトイレ洋式化３基などの改修をするものであり
ます。また１７節備品購入費についても同様、平取小学校にベット・マットレ
ス２台、振内小学校に加湿付き空気清浄機６台を購入し、またＩＣＴ機器を活
用した学習指導の推進を図るため各学校に電子黒板や書画カメラなどを導入す
るものであります。なお財源につきましては全額「地方創生臨時交付金」を充
当するものでありますがＩＣＴ機器の導入事業については文部科学省所管の学
校保健特別対策事業費補助金の対象となるため、その補助ウラ分を当該交付金
に充当するものです。４４ページをお開き下さい。上段、９款３項１目学校管
理費６７４万１千円を増額するものです。内訳としては１０節需用費消耗品費、
修繕料合わせて１５６万１千円の増額、１７節備品購入費４９０万円の増額、
１８節負担金補助及び交付金２８万円の増額であります。これも小学校費同様、
新型コロナウイルスの接触感染の防止を図るため１０節需用費でペーパータオ
ル２万５千枚、水道蛇口のレバー化９０箇所の他に、平取中学校のトイレ小便
器のセンサー化１８箇所を改修するものであります。また１７節備品購入費に
ついては平取中学校に電話回線を増設し、新たに電話機７台を設置し、また小
学校費同様、各学校に電子黒板や書画カメラなどのＩＣＴ機器も導入するもの
であります。また１８節負担金補助及び交付金については３密の密閉空間を避
けるため、平取中学校の修学旅行で使用する貸し切りバスを１台増車するもの
であります。なお財源については全額「地方創生臨時交付金」を充当するもの
でありますが、ＩＣＴ機器の導入につきましては小学校費同様の財源措置をす
るものであります。続いて下段、９款４項１目社会教育総務費１７節備品購入
費５５万９千円の減額です。これは当初予算において自然体験・交流学習事業
用備品としてテント７張り分を措置しておりましたが、新型コロナウイルスの
感染防止のため当該事業を中止したことから減額するものであります。４５ペ
ージをお開き下さい。上段、９款４項２目公民館費１８０万５千円を増額する
ものです。内訳としては１０節需用費消耗品費、修繕料合わせて６８万６千円
の増額、１７節備品購入費１１１万９千円の増額とであります。１０節需用費
については新型コロナウイルスの接触感染の防止を図るため消毒用アルコール
１０缶、ペーパータオル５万枚、マスク２，５００枚の他に２階男子トイレの
洋式化１基を改修するものであります。また１７節備品購入費については学校
施設等において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合に備え新たに消毒
用噴霧器２台を購入し、また中央公民館においては災害時の避難所に指定され
ていることから災害時避難用テント１０張を購入するものであり、財源につい
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ては全額「地方創生臨時交付金」を充当するものです。続いて下段、９款４項
３目文化財保護費１０２８万４千円を増額するものです。内訳としては１０節
需用費修繕料４１２万円の増額、１２節委託料２９６万４千円の増額、１７節
備品購入費３２０万円の増額であります。１０節需用費については来館者の３
密などの密閉空間を避けるため、伝承サロン、視聴覚室、シネチセなどに、ア
ンプ、マイク、受信機器などの音響設備を更新し、また新型コロナウイルスの
接触感染の防止を図るためトイレ手洗場や男子小便器のセンサー化３箇所と男
子用・女子用トイレと身障用トイレにトイレ照明の人感センサー化３箇所など
の改修をするものであります。１２節委託料については来館者の分散化を図る
ため展示室１０箇所に日本語と英語の音声解説のＱＲコードを設置しソーシャ
ルディスタンスの推進を図るものであります。また１７節備品購入費について
は入館料支払時の受け渡しなどの接触を最小限にするため、電子マネーやＱＲ
決済が可能なキャッシュレス機能付き券売機を導入し感染リスクの低減を図る
ものであります。なお財源につきましては全額「地方創生臨時交付金」を充当
するものです。４６ページをお開き下さい。上段、９款４項７目図書館費１７
節１０７２万円の増額です。これは「新しい生活様式」に対応するため図書館
パワーアップ事業として図書館の蔵書を増やし、また各種オンラインサービス
を活用した検索システムや予約システムのなどを導入することにより、読書環
境の充実と接触感染の防止を図るものであります。なお財源につきましては「地
方創生臨時交付金」を充当するものです。続いて下段、９款６項１目学校給食
費２７７万６千円を増額するものです。内訳としては１０節需用費消耗品費、
修繕料合わせて２２６万１千円の増額、１７節備品購入費５１万５千円の増額
であります。１０節需用費については新型コロナウイルスの感染防止を図るた
め全校の給食施設を対象にマスク２，５００枚を購入する他に調理場手洗いの
温水化６台とトイレ手洗いのセンサー化７箇所などの改修をするものでありま
す。また１７節備品購入費についてはペダル式ゴミ箱７台、衣類乾燥機５台と、
洗濯機１台をそれぞれ購入し、給食施設における衛生環境を強化するものであ
ります。なお財源につきましては全額「地方創生臨時交付金」を充当するもの
です。４７ページをお開き下さい。１２款１項２目簡易水道特別会計繰出金２
７節２００万円の減額です。これは当初予算において公営企業法適用化会計移
行基本方針の策定業務に係る財源を「一般財源」で措置しておりましたが、こ
の度その業務に関し簡易水道事業債の起債発行が可能となったことから簡易水
道特別会計への繰出金を減額するものであります。歳出は以上です。

議長 ここで休憩いたします。再開は１１時５分といたしますのでよろしくお願いい
たします。

   （休 憩  午前１０時５３分）
   （再 開  午前１１時 ５分）
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再開いたします。引き続き説明お願いいたします。

総務課長 次に「歳入」につきましてご説明致しますので２９ページをお開き下さい。上
段、１０款１項１目地方交付税地方交付税７９万６千円の減額です。これは歳
出３４ページ下段でご説明致しました光ケーブルの支障移転工事などの増額
分、歳出３６ページでご説明致しました平取町長選挙の精算による減額分、歳
出３７ページ上段でご説明致しました国や道への障害者医療費に係る返還分、
同じく下段でご説明致しました介護保険特別会計への繰出金の減額分、歳出４
０ページ上段でご説明致しました新規就農者確保事業の財源振替分、歳出４３
ページ上段でご説明致しました会計年度任用職員採用の人件費分、歳出４４ペ
ージ下段でご説明致しました自然体験・交流学習事業の中止による減額分、そ
れと歳出４７ページでご説明致しました簡易水道特別会計への繰出金の減額分
については、当初予算において一般財源として「普通交付税」を充当しており
ましたが、今回その財源を「地方創生臨時交付金」に振り替えることによる減
額であります。続いて下段、１４款１項１目総務使用料情報通信施設使用料３
万４千円の増額です。これは歳出３４ページ下段でご説明致しましたブロード
バンドの設備整備と光インターネットへの新規加入による利用者負担の増額で
あります。３０ページをお開き下さい。上段、１５款２項１目総務費国庫補助
金総務管理費補助金新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億５
３００万４千円の増額です。これは今回の補正財源として「緊急包括支援交付
金」「学校保健特別対策事業費補助金」及び「一般財源」などを充当した事業以
外の事業について、事業費の１０分の１０が交付される「地方創生臨時交付金」
１億５３００万４千円を見込んだものであります。続いて下段、１５款２項２
目民生費国庫補助金１節社会福祉費補助金新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援交付金６９万６千円の増額です。これは歳出３９ページ上段で、ご説明致
しました「居宅介護支援事業所」と「介護予防支援事業所」とが購入する消耗
品及び備品について国が新たに創設した事業費の１０分の１０が交付される
「緊急包括支援交付金」６９万６千円を見込んだものであります。３１ページ
をお開き下さい。上段、１５款２項５目教育費国庫補助金２節小学校費補助金
学校保健特別対策事業費補助金５００万円、同じく３節中学校費補助金２００
万円の増額です。これは歳出４３ページ下段と歳出４４ページ上段でご説明致
しましたＩＣＴ機器の導入に伴う補助金でありまして小学校費補助金として５
００万円、中学校費補助金として２００万円をそれぞれ見込んだものでありま
す。続いて下段、１６款２項４目農林水産業費道補助金１節農業費補助金６４
万８千円の減額、同じく４節治山治水費補助金２５０万円の増額です。１節農
業費補助金については歳出４０ページ上段でご説明致しました新規就農者確保
事業における予算の財源を「地域づくり総合交付金」から「地方創生臨時交付
金」に振り替えたことによる減額であります。また４節治山治水費補助金につ
いては歳出４１ページ上段でご説明致しました丸山地先小規模治山事業に係る
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事業費の増額補正による補助金の増額であります。３２ページをお開き下さい。
上段、１９款１項３目平取町ふるさと応援基金繰入金１節平取町ふるさと応援
基金繰入金２２３万９千円の減額です。これは歳出３９ページ下段でご説明致
しましたインフルエンザ予防接種助成事業の当初予算における財源を「平取町
ふるさと応援基金」から「地方創生臨時交付金」に振り替えることによる減額
であります。続いて下段、２１款５項１目雑入２節雑入６３０万円の減額です。
これは歳出３４ページ下段でご説明致しました「糠平・幌尻林道シャトルバス
運行業務」と歳出４４ページ下段でご説明致しました「自然体験・交流学習事
業」などの事業を中止したことにより、当初予算において措置しておりました
利用料や購入費用などの予算額をそれぞれ減額するものであります。３３ペー
ジをお開き下さい。上段、２２款１項４目農林水産業債２節林業債２５０万円
の増額です。これは歳出４１ページ上段でご説明致しました丸山地先小規模治
山事業に係る事業費の増額による起債発行の増額であります。歳入歳出事項別
明細書につきましては以上です。次に２７ページ「第２表地方債補正」をお開
き下さい。第２表「地方債補正」は起債の目的、補正前の限度額と補正後の限
度額、起債の方法、利率、償還の方法をそれぞれ明示したものとなっておりま
す。先程、歳出でご説明したとおり本補正予算における起債の目的は、「小規模
治山事業」で、限度額を１９６０万円から２２１０万円に増額するもので補正
後の限度額総額を９億１９０万円とするものです。次に４８ページをお開き下
さい。「地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末にお
ける現在高の見込みに関する調書」については、前前年度の平成３０年度末の
現在高、前年度の令和元年度末の現在高見込額、並びに当該年度令和２年度末
の現在高見込額につきましてはそれぞれ記載のとおりです。以上、議案第１０
号「令和２年度平取町一般会計補正予算（第８号）」についてご説明申し上げま
したのでご審議の程宜しくお願い致します。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。１１
番松澤議員。

１１番
松澤議員

４１ページの６款１項２目平取町宿泊事業者助成事業助成金のことについてな
んですけども国の観光支援のＧｏＴｏトラベルが来年の１月に終了しまして、
道民割がつい最近、来年の２月からまた始まるという発表がありましたけども
この二つの支援との重複はどのようなふうに考えていらっしゃるか、もしどち
らかということか、それとも例えばこれは平取町独自のことなのでそれは重複
しても良いということなのか、どのようにお考えかお聞きしたいと思います。

議長 観光商工課長。

観 光商 工 それではお答えいたします。この事業につきましては平取町独自の事業で調整
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課長 するという考えのもとでございまして、北海道の道民割については前段出てい
た分については併用とはあまりしないでほしいということの併用不可というこ
とになっていましたので、国についてはそこまでは地方公共団体には求めてい
ないんですけども、今回の考え方としては国の事業、道の事業の併用は不可と
いうことで考えています。

議長 よろしいですか。他に。２番高山議員。

２番
高山議員

２番高山です。先般の議運の時に説明された内容と少し、内容の今日の説明が
ちょっと違うので確認をまず１点させていただきたいと思います。３４ページ
の歳出の１番最初なんですけれども、一般管理費の中で１２節の委託料という
ことでオンライン会議のシステム導入業務委託料ということで、実はこれはき
っと町理事者なり教育長なりが、例えば道だとか道教委だとか国ということも
あり得ると思うんですけれども、そういうようなかたちのシステムの導入かな
ということで先ほどは聞いたんですけれども、議運のときには各課長にもこの
システムが入るということで聞いたんですけれども、その辺の内容については
確認させていただければありがたいんですけど。

議長 総務課長。

総務課長 Ｗｅｂシステムにつきましては現在、各課長に設置するのではなく平取町内の
施設、本庁舎やふれあいセンターや国保病院などに設置する予定でありまして、
合わせて町外の行政機関である日高振興局や保健所ともＷｅｂ会議ができるよ
うにするシステムを考えております。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

わかりました。議運で説明していた各課長のパソコンにもこのオンラインが繋
がるということのお話ではないということで確認をさせて貰ってよろしいとい
うことですね。それと４２ページのところをお願いしたいんですけれども、４
２ページについての災害対策費なんですけれども、その中でこれは避難所のそ
ういった備品ということになりますけれども、そういった意味では一般管理費
だとか、介護支援費だとか、各学校だとか、ふれあいセンターだとかというと
ころではそれぞれ物事を購入するということになっているんですけれども、こ
こにこの道新の中に９月７日に避難所を充足ということで、最大４品というこ
とで、マスク・消毒液・間仕切り・段ボールベッドということで、この４品が
全部揃っているのは何町村もないということで、実は日高管内では日高町は全
て避難所用のものが揃っているということでこの表の中に書かれています。４
品いずれも揃っていないというのがえりもと様似ということになっていて、き
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っと平取は中途半端に、中途半端にといったらおかしいですけれども全てのも
のが充足されている内容ではないということなんですけれども、このうちの避
難所の災害４品についてマスク・消毒液・間仕切り・段ボールベッドというの
はどれだけの充足量、先ほど災害の対策費の中で避難所の消耗品があったので、
これに入っているのかなと思ったらこれはフェイスガードだとか色々先ほど説
明ありましたけれども、まずその４品とも不足ではないですけれども充足して
いないという内容のこの中身についてちょっと教えていただければと思いま
す。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

お答えいたします。まず備蓄数、新聞報道の部分なんですけどもそちらの部分
については道新のアンケートがあった際に実際に備蓄している数で答えており
まして、その時は今年の今般のコロナの地方創生の臨時交付金の方で整備した
マスク等の数は入っていない段階でお答えしたものが報道に載ったかたちとな
っています。今現在そちらの分の入り込み、備蓄がかなった場合についてなん
ですが、マスクは備蓄計画の目標数９７９枚に対して１万５１９８枚というこ
とで充足するかたちとなります。消毒液につきましては備蓄計画の目標数が２
０本のところ消毒液５４本が整備されますのでこれも満たすようなかたちとな
ります。間仕切りなんですけども、こちらは備蓄計画が２４９枚となっている
ところコロナ対策で調達した後が１９３枚ということでこちらちょっと足りな
いというふうになるんですけども、こちら逆にコロナの対策で段ボールベッド
の数もソーシャルディスタンスをとらなければならないということで逆に計画
を減らす見込みになっておりますので、そうなった場合は充足というかたちに
なると考えております。あと段ボールベッドにつきましては協定を結んでおり
まして、いざという時には２・３日のうちに各施設に届けられるという協定に
よってということで、うちの備蓄数としましては２５台ではあるんですが協定
によって充足される部分を入れますと１９８台になるというかたちになりま
す。一応こちらも施設の状況とソーシャルディスタンスを考えて逆にちょっと
減らすような備蓄計画になろうかというふうに今後考えております。以上です。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

もう１回マスクの関係だけの答弁をお願いしたいということと、これ道新でア
ンケートを取っているんでそういった意味では時間的な差があったのかなと思
うんですけれども、基本的には協定も結んでいるというようなこともあります
けれども災害４品ともこの補正予算等の中で全て賄うということになったのか
ということだけ最後にもう１回確認させてください。
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議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

今後において入ってくる分と防災備蓄計画の目標数が変わることを勘案します
と充足されたというかたちになると考えます。

議長 マスクは。

ま ちづ く
り課長

マスクについてもう一度ということだったので、もともと３月の予算特別委員
会の時にもお話した時には１９８枚しかないということでお話したんですけ
ど、そのあとコロナの関係で１万５０００枚を導入することになっていますの
で備蓄数は１万５１９８枚になるということになります。

議長 よろしいですか。他に。４番中川議員。

４番
中川議員

中川です。同じページ４２ページ上の段、商工費の商工振興費委託料３２５０
万円、これ４つの項目について委託しているわけなんですけども例えば一つの
例で特産品情報発信の消費拡大事業委託料とありますけども具体的にこの内容
について教えてもらっても良いでしょうか。

議長 観光商工課長。

観 光商 工
課長

お答えいたします。特産品観光情報発信消費拡大事業委託料ということでこれ
につきましては今、メディア、テレビ局を使って現在、消費が低迷しているび
らとり和牛またはトマトを放送、放映してもらうというような考え方で情報発
信をしたいなということで考えております。また消費拡大につきましては町外
でのＰＲがなかなかできないという部分含めまして、現在ドライブスルー方式
で札幌でそういった牛肉またトマトに関する加工品とかをドライブスルー方式
で数を決めて販売するというような考え方で今進めているところです。

議長 ４番中川議員。

４番
中川議員

今回この４つの項目の委託料なんですけども具体的に今回の補正ということで
コロナの対策かなと思われるんですけども、この４つの委託料、もしこの活用
がうまくいった場合には今後もこれを続けていくのか、またそうではなければ
今回でこれで終わりなのか、その辺のところ教えて貰っていいですか。

議長 観光商工課長。

観 光商 工 これにつきましては魅力的滞在観光コンテンツ、実証事業ということで非常に
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課長 可能性あるものとしてモデル事業をやって効果が見られれば、また何らかの継
続はしたいなという考え方でおります。またその他の３つにつきましてはコロ
ナ対策含めた中での拡大消費事業ということで考えておりますので、今後、冬
や来年に向けてそういったコロナ対策のワクチンができたりとか、そういった
部分で変更になれば違うかたちになる可能性もあると思うんですけども、来年
もそういったような可能性であればまたこういった事業を含めながら状況を見
ながら判断してやっていきたいなという考えでございます。

議長 よろしいですか。他に。１０番藤澤議員。

１０番
藤澤議員

１０番藤澤です。聞き逃していたらごめんなさい。３９ページ、４款２目予備
費、インフルエンザ予防接種の関係でありますがさっきの町長の報告でしたか、
応分な間に合う程度のものは用意したいということでありますが、返品のこと
もありかなりこう全員に間に合うというのは難しいのかなというふうな認識を
受けましたが、それより先にこの受付ですね、投与のインフルエンザ接種の受
付、これに関してはいつ頃、受付けが始まるのでしょうか。差し支えなければ
教えていただきたいと思います。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

お答えいたします。昨日の一般質問の中でも答弁させていただいたんですけれ
ども厚労省のほうから１０月から予防接種開始ということで、今回に限っては
６０歳以上の方いわゆる定期接種対象者については１０月１日から、またそれ
以外の方については１０月２６日からということで指針が出ておりますけれど
も、当町としましては６５歳以上の方については現在のところ１０月６日から
の接種開始、そしてそれ以外の方については１０月２２日からの接種開始とい
うことで今、保健福祉課と調整をしているところです。また町民への周知につ
いては９月２５日発行のまちだより等を通じて周知させていただきますととも
に、保健福祉課長からも昨日、説明ありましたけれども各学校にチラシを配布
して接種を促すという方法もとっていきたいと思います。また周知が９月２５
日発行のまちだよりですので、予約についてはそれぞれ６５歳以上の方につい
ては現在のところ９月２９日からの受け付け開始と、それとそれ以外の方につ
いては１０月すいません、確か１３日だったと記憶しておりますが、その予定
で今随時調整をしながら周知に間に合わせるように今現在、協議を進めている
ところであります。

議長 よろしいですか。他に質疑。２番高山議員。

２番 先ほどの松澤議員のところで関連でご質問した方が良かったのかなと思うんで
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高山議員 すけれども、俗に言う、先ほど松原議員が質問しました平取町宿泊事業者助成
事業助成金の、泊まって頂ければ１万円以上であれば５０００円を上限にして
出しますよということだったんですけども、観光商工課長の最後の答弁がちょ
っとよく聞こえなかったんですけれども、道民割だとか、ＧｏＴｏトラベルだ
とかあるけれども、なるべくそっちを使わないでこっちを使ってくれとかとい
うことに聞こえたんですけれども、もう１回その辺のちょっとご答弁をお願い
したいと思います。

議長 観光商工課長。

観 光商 工
課長

ただいまの質問にお答えいたします。先ほど言った部分は道民割の方は併用が
不可ということが当初から言われていた部分があって、国については地方公共
団体に任せようというようなことになっていたものですから、この事業につい
ては平取町独自の事業ということでやりますので、併用は不可という考えでお
ります。

議長 ２番高山議員どうぞ。

２番
高山議員

今の話だとＧｏＴｏトラベルは併用して使えないということですよね。道民割
としても併用して使えないということで受け取ってよろしいんですよね。そう
いうことではないんですか、ちょっともう１回、申しわけないです。

議長 観光商工課長。

観 光商 工
課長

そういうことになります。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

もう１回だけということで。ではこの宿泊施設が例えば温泉だとしてＧｏＴｏ
トラベルだとかそういったものに登録していた時に、泊まった時には国を優先
しながらＧｏＴｏトラベルの補助金を使うことが適当だという捉え方でよろし
いんですよね、両方使えないということですから。町のものはＧｏＴｏトラベ
ルも道民割も使った後ということになれば使えないので、例えば登録していな
い業者もいるのかもしれませんけれども、登録している業者であればあくまで
も国や道民割を優先して町の宿泊事業の助成金は使わないかたちでの整理とい
うことになるという理解でよろしいですか。

議長 観光商工課長。
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観 光商 工
課長

うちの事業はとりあえず考えているのは一応道民の方、住所有するというかた
ちにしていますので、国の場合については全国対象でそういう方も来る可能性
はあるんですけども、仮に道民の方がそちらを使うということになれば平取町
の方は使えないというかたちになります。基本的にその金額にもよるんですけ
ども半額いって半額ゼロとかという、そういうふうな感じではなるべくしない
方がいいのかなという感じで考えております。

議長 ２番高山議員。

２番
高山議員

道民割とは併用して使えないけど、国のＧｏＴｏトラベルとは併用して使える
ということはないですよね。あくまでもこれは平取町ということでうちの町の
施設に泊まった時にはこういう助成金の制度がありますよ、だけれども道民割
を使うのであれば道民割が優先ですよ、ＧｏＴｏトラベル使うのであればＧｏ
Ｔｏトラベルが優先でダブル補助はありませんよという捉え方でいいんですよ
ね。国は全国どこでも申請があって登録されているのであれば、その補助とい
うのは使えるかたちになるんですけれども、いずれにしてもうちで予定してい
るものについては道民割であろうがＧｏＴｏトラベルであろうが、そういうも
のとは併用できないという整理で受け止めてよろしいですか。

議長 観光商工課長。

観 光商 工
課長

最後に言ったそういった併用はできないという考え方であります。特に道民割
については非常に配分がほとんどなかったということ、また国の部分について
も宿泊事業、大手の方にどんどん入っていったということの部分があってなか
なかその末端の事業者とか、市町村の方には来なかった部分もあって、そうい
った部分を今度独自の平取町独自の事業で補うといったらあれなんですけど、
そういった部分を優先的に考えたということです。

議長 よろしいですね。他に９番鈴木議員。

９番
鈴木議員

９番鈴木です。３９ページの下段、衛生費負担金補助及び交付金インフルエン
ザ予防接種費用助成金について伺いたいと思います。この件については昨日、
金谷議員が一般質問をしたところであります。金谷議員の質問の中でも特に今
年はインフルエンザとコロナの同時流行ということが、これは国自体もそのこ
とを非常に危惧しているという報道がされているところであります。そういう
ことから町としても昨年の実績２２００名ほどを１０００人ほど上回る３１０
０人以上のワクチンを用意するということで昨日、答弁がありました。そうい
ったことから言いますとこれをやっぱり確実に町民の皆さんに打っていただく
手立てということで、昨日、金谷議員、全員に対して希望者全員に対して補助
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できないのかということを言っておられましたし、或いは少なくとも６５歳以
上の方、高齢者の方については全額で補助してやれないのかと。半額補助なら
昨年までだってやっていたじゃないかと。今年は特別な対策の年ということで
国も交付金を出しているというそういうことでお話されたところであります。
金谷議員の質問が終わってから私どもちょうど昼食でありましたので数名でそ
の話になりました。やっぱり高齢者については、せめて高齢者については無料
でやっていいのではないのかということが話題になったところであります。そ
ういうことから昨日の町長の答弁ではそこまで踏み込んで検討するという話自
体は聞かれなかったかなというふうに思いますけれども、改めて私どもこの平
取町議会、議会の会議規則か何かで関連質問ということについてはしないとい
うことになっておりましたので昨日関連ということでは誰もいたしませんでし
たけれども、やはり同感という方が数名いらっしゃるということも含めて、改
めて検討いただけないかということについてご質問したいと思います。

議長 町長。

町長 お答え申し上げます。昨日の一般質問で、私は今回のコロナ対策の国からくる
その交付金の全体をやっぱり、私としてもこう色んなこれだけの事業を全体的
に負担しなければならないという事情もありまして、感染対策のインフルエン
ザについては大体このぐらいの規模でというようなこともこういう配分の上で
はそういう検討もあって、こういう状況といいますか、予算措置になったとい
うことでございます。本当に答弁の時も言いましたけども６５歳の方について
は前年と同じようなことで是非、しっかり自分の健康、自分で守っていただき
たいというような考え方もしっかり持っていただいて、対応していただきたい
というようなことも啓発してやりたいということも答弁させていただきまし
た。昨日、議会が終わってからも色々ご意見をいただいたというようなことも
あって、ワクチンを当町で用意できる量とか、その補助の方とはちょっと直接
関係ありませんけども、高齢者の方が当町にもうワクチンがなくてやっぱり苫
小牧とか行って打っていただくというようなことも、色々とこう考えなければ
ならないのかなというようなところもありまして、昨日も実は担当といろいろ
話をしていたというところもあります。今回また改めてこの場でそういうご意
見等もいただきましたので、今日終わったらまた全員協議会で追加事業も含め
て協議いただくというようなところもございますので、またこの件については
色々他の議員さんからもご意見いただきながら、私どもとしてもそういったこ
とも参酌して検討をさせていただければというふうに思っています。

議長 他に。２番高山議員。

２番 ちょっと１点ということで、４６ページの図書館費の中で備品購入の中に図書
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高山議員 館資料等ということで５００万ということですけれども、この中身について簡
単でよろしいので教えていただければありがたいんですけど。

議長 生涯学習課長。

生 涯学 習
課長

図書館資料等の５００万につきましては純然たる図書館の資料ということでな
っておりますけれども今回、図書館の蔵書ばかりではなくて一応図書館では買
うんですけども、学校のほうに少し団体貸出というようなかたちで、今相当古
い本があるものですからそういうのをちょっと廃棄しているということもある
ものですから、それは持っていきたいなということで今回、図書館の方で購入
して持っていくというかたちにしております。

議長 ２番高山議員。いいですか。よろしいですか。他にありませんか。なければ質
疑を終了いたします。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１４、議案第１０号令和２年度平取町一般会計補
正予算第８号は原案のとおり可決しました。
日程第１５、議案第１１号令和２年度平取町介護保険特別会計補正予算第１号
を議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

それでは議案第１１号令和２年度平取町介護保険特別会計補正予算第１号につ
いてご説明いたします。５１ページをお開きください。令和２年度平取町介護
保険特別会計補正予算第１号は次に定めるところによるものでございます。歳
入歳出予算の補正でありますが、第１条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ
ぞれ２８０４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１７
３４万円とするものであります。２項は歳入歳出予算の補正における款項の区
分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳
入歳出予算補正」によるものでございます。それでは歳入歳出予算事項別明細
書の歳出からご説明いたしますので５６ページをお開きください。今回の補正
の目的は令和元年度分の介護給付費地域支援事業費などの負担金等の額が確定
したことに伴い、超過分を返還するため及び介護保険システム改修費の財源が
確定したことによるものでございます。１款１項１目一般管理費１２節委託料
ですが、介護保険制度システム改修費用の財源が確定したことによる財源振替
で一般財源３８万１千円を減額し、同額を国・道支出金で追加いたします。６
款１項２目償還金２２節償還金利子及び割引料２８０４万円を追加いたしま
す。令和元年度に概算交付されました介護給付費、地域支援事業費などの負担
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金等の額が確定したことに伴い超過分を返還するものでございます。この負担
金等のサービス内容につきましては、介護給付費は特別養護老人ホームなどの
施設サービスや居宅介護サービスに係る分であり、また地域支援事業費につい
ては高齢者の介護予防に係る分となりまして今回、国、道、支払基金などにそ
れぞれ超過分を返還するものでございます。歳出は以上です。次に歳入につい
てご説明いたします。５４ページをお開きください。３款２項５目介護保険事
業費補助金１節介護保険事業費補助金３８万１千円を追加し、下段、７款１項
５目その他一般会計繰入金１節事務費繰入金３８万１千円を減額いたします。
５６ページ、歳出で説明した介護保険制度システム改修費用の３分の２が国の
補助に確定したため、財源を一般会計繰入金から国庫補助金へ振替えるもので
あります。次ページをご覧下さい。８款１項１目１節繰越金２８０４万円を追
加いたします。５６ページ下段で概算交付されました介護給付費、地域支援事
業費などの負担金等の不足分財源を令和元年度の繰越金に求めるものでござい
ます。以上で議案第１１号の説明とさせていただきます。ご審議の程よろしく
お願いいたします。

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
それでは討論なしと認めます。採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１５、議案第１１号令和２年度平取町介護保険特
別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。
日程第１６、議案第１２号令和２年度平取町簡易水道特別会計補正予算第１号
を議題とします。提案理由の説明を求めます。建設水道課長。

建 設水 道
課長

議案書の５７ページをご覧願います。議案第１２号平取町簡易水道特別会計補
正予算第１号につきましてご説明申し上げます。今回の補正の内容といたしま
しては２点ございます。１点目として公営企業法適用化会計移行基本方針策定
委託業務委託料は当初その全額を一般財源としておりましたが、簡易水道事業
債の起債が認められたことによる財源内訳を変更するものでございます。２点
目は道営平取南地区函渠工事にかかる当町の水道管移設工事の実施方法が変更
になったことによる支出科目を変更するものでございます。第１条、歳入歳出
予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によることとしております。第２条、
地方債の変更は「第２表 地方債補正」によることとしております。それでは
歳入歳出事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので６２ページをご覧下
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さい。３、歳出につきましては１款１項１目一般管理費において総額３５４８
万４千円は変更ございませんが、１２節委託料、公営企業法適用化会計移行基
本方針策定委託業務が起債対象になったことから財源内訳の一般財源２００万
円を減額し地方債２００万円を増額するものであります。２款１項２目建設改
良費につきましても総額９３３２万７千円は変更ございませんが、道営平取南
地区函渠工事にかかる町水道の移設工事は当初、町が発注し実施する予定でし
たが北海道との協議において、道が実施する本体工事と密接に関連することか
ら本体工事の中で移設工事を実施し、その費用を町が北海道に支払う方式の方
が工事がスムーズに進められるとの結論に至り支出科目を変更するものでござ
います。１４節工事請負費２００万円を減額し、１８節負担金補助及び交付金
を２００万円増額するものであります。次に歳入についてご説明申し上げます
ので、６２ページをご覧願います。２、歳入につきましては４款１項１目一般
会計繰入金２００万円を減額し、７０９０万７千円にするものであります。こ
れは１款総務費、歳出の部分で説明しました財源が一般財源から地方債に変更
になったことによる繰入金の減額であります。６款１項１目簡易水道事業債２
００万円を増額し６２６０万円にするものでありますが、１款総務費の歳出の
部分で説明しました財源が一般財源から地方債に変更になったことによる増額
であります。第２表地方債補正についてご説明申し上げますので５９ページを
ご覧願います。起債の借入金を２００万円増額し限度額を総額で６２６０万円
とさせていただくものであります。以上ご説明申し上げましたのでご審議の程
よろしくお願いします。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第１６、議案第１２号令和２年度平取町簡易水道特
別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。ここで休憩にいたします。
午後は再開１３時、１時からということでよろしくお願いいたします。

   （休 憩  午前１１時５１分）
   （再 開  午後 １時００分）

議長 それでは再開いたします。
日程第１７、認定第１号令和元年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認定
について、
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そして日程第１８、認定第２号令和元年度平取町各会計決算認定についてこれ
を一括議題といたします。監査委員からの意見書並びに決算資料はお手元に配
布したとおりであります。
お諮りします。
令和元年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認定及び令和元年度平取町各
会計決算認定については決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査を
したいと思います。ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って認定第１号及び認定第２号については決算審査特
別委員会を設置し、これに付託して審査することを決定しました。特別委員会
委員の選任につきましては議会運営基準１１１先例１により、監査委員を除く
全議員としております。このことから監査委員を除く１１名の議員を決算審査
特別委員会に指名いたします。以上のとおり指名することにご異議ありません
か。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って決算審査特別委員会の委員は議長が指名したとお
り決定いたしました。またこの決算審査を行うため、本議会は地方自治法第９
８条第１項の権限を決算審査特別委員会に委任することを決議したいと思いま
すが異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って平取町議会は地方自治法第９８条第１項の権限を
決算審査特別委員会に委任することを決議しました。休憩いたします。直ちに
議員・委員控室におきまして決算審査特別委員会の開催を決めたいと思います
ので１時１０分に議会を再開したいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。

   （休 憩  午後 １時０１分）
   （再 開  午後 １時１０分）

再開いたします。休憩中に開催された特別委員会において、委員長及び副委員
長の互選が行われその結果について報告いたします。決算審査特別委員会委員
長には６番櫻井委員、副委員長には１番金谷委員、以上のとおり互選された旨
報告がありました。よろしくお願いいたします。
日程第１９、報告第１号令和元年度財政健全化判断比率及び資金不足比率につ
いて説明を求めます。総務課長。

総務課長 報告第１号令和元年度財政健全化判断比率及び資金不足比率についてご説明申
し上げますので、議案書の７８ページをお開き願います。これは「地方公共団
体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項の規定に基づき、健全化判断比
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率及び資金不足比率に関して議会に報告するものであります。７９ページをお
開き下さい。上段の「健全化判断比率」ですが、「実質赤字比率」、「連結実質赤
字比率」については共に黒字のため算定されておりませんので、「実質公債費比
率」と「将来負担比率」の報告となります。括弧内は備考に記載のとおり早期
健全化基準値となっており、いずれかで基準値を超えた場合は財政健全化団体
として、自主的・計画的な財政の健全化が求められるものであります。「実質公
債費比率」は地方公共団体の一般会計等が負担する借入金などの地方債返還額
の大きさを当該団体の標準財政規模に対する比率で表したもので、平成２９年
度から令和元年度までの３ヵ年平均値となっており、当該団体の収入に対して
の実質的な借金返済額がどの程度あるのかを示す指標であります。この比率が
１８パーセント以上になる地方公共団体は地方債（起債）を発行するときに国
の許可が必要となり、２５パーセント以上になると一般単独事業の許可が制限
される早期健全化団体となり、更に３５パーセント以上になりますと公共事業
等の許可も制限される財政再生団体に指定されることになりますが、平取町に
おける令和元年度の実質公債費比率は３ヵ年平均で４．４パーセントとなるも
のであります。続いて「将来負担比率」ですが、これは公営企業、一部事務組
合及び広域連合等を含めた一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財
政規模に対する比率で表したもので、平取町が将来支払っていく負債の残高を
指標化したものであります。この比率が３５０パーセント以上になる地方公共
団体は早期健全化団体に指定されることになり、平成３０年度の全道の平均は
４８．４パーセントとなりますが、平取町における令和元年度の将来負担比率
は２７．５パーセントとなるものであります。続いて下段の「資金不足比率」
であります。これは公営企業を経営する地方公共団体は公営企業会計ごとに、
資金不足額を料金収入などの事業規模に対する比率で表したもので、この比率
が１０パーセント以上になった場合は「企業債の発行が許可制」となり、２０
パーセント以上になったときは「経営健全化計画」を策定しなければならない
とされております。今回、平取町が報告する企業会計は「国民健康保険病院特
別会計」と「簡易水道特別会計」の２会計でありますが、両会計とも令和元年
度においては、「資金不足比率」は算定されておりませんので報告させて頂きま
す。最後に今後における平取町の財政状況については、人件費や公債費などは
増額し地方交付税は減額されることが懸念され、また基金繰入金なども年々増
加傾向にあることから「財政の硬直化」が更に進むことが想定されます。今後
につきましてはその事を念頭に置き、「財政の健全化」と「持続可能な財政運営」
に努めて参りたいと考えておりますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げま
す。以上、報告第１号「令和元年度財政健全化判断比率及び資金不足比率」に
ついての報告とさせて頂きます。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。以上で日程第１９、報告第１号令和元年度財政健全化判
断比率及び資金不足比率についてを終わります。
日程第２０、報告第２号継続費精算報告書（平取町国民健康保険病院特別会計）
について説明を求めます。病院事務長。

病 院事 務
長

報告第２号継続費精算報告書（平取町国民健康保険病院特別会計）についてご
報告いたします。議案書８０ページをお開きください。本報告は地方公営企業
法施行令第１８条の２第２項の規定によりまして、平成３０年度から令和元年
度までの２カ年を継続事業として継続費を設定いたしました事業、平取町国民
健康保険病院敷地造成２期工事について、工事及び業務が終了いたしましたの
で令和元年度平取町国民健康保険病院特別会計継続費精算報告書をもって議会
に報告するものでございます。次のページをお開きください。令和元年度平取
町国民健康保険病院特別会計継続費精算報告書でございます。事業名ですが、
平取町国民健康保険病院敷地造成２期工事、実績欄にあります支払義務発生額
の計が７１２８万円となり、全体計画にあります年割額の計７３４０万円と比
較いたしまして、２１２万円の残となりました。財源内訳につきましても実績
欄に記載のとおりでございます。以上、令和元年度平取町国民健康保険病院特
別会計継続費精算報告書の報告とさせていただきます。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。以上で日程第２０、報告第２号継続費精算報告書平取町
国民健康保険病院特別会計についてを終わります。
日程第２１、陳情第３号最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書
の採択を求める陳情について、この取り扱いについては先に開催の議会運営委
員会において協議されておりますので、その結果について議会運営委員会委員
長より報告願います。６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

陳情第３号につきましては産業厚生常任委員会に付託とすることとしておりま
して、議長よりお諮り願いたいと思います。

議長 お諮りします。
ただいま議会運営委員会委員長より報告のありましたとおり、陳情第３号につ
いては産業厚生常任委員会に付託し審査することにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って陳情第３号については産業厚生常任委員会に付託
し審査をすることに決定しました。
日程第２２、意見書案第５号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政
の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）の提出についてを
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議題とします。提出議員からの説明を求めます。６番櫻井議員。

６番
櫻井議員

６番櫻井です。要約してご説明を申し上げます。
（意見書案 朗読）
以上です。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について原案のと
おり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第２２、意見書案第５号については原案のとおり可
決しました。
日程第２３、意見書案第６号国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書
案の提出についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。６番櫻井
議員。

６番
櫻井議員

これもまた要約してご説明申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書案。新型コ
ロナウイルス感染症の拡大は甚大な経済的社会的影響をもたらしており、地方
税…

議長 違うほうですね。

６番
櫻井議員

失礼いたしました。もう一度最初からやり直したいと思います。要約してご説
明いたします。
（意見書案 朗読）

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について原案のと
おり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第２３、意見書案第６号については原案のとおり可
決しました。
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日程第２４、意見書案第７号地方財政の充実・強化を求める意見書案の提出に
ついてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。２番高山議員。

２番
高山議員

意見書案第７号地方財政の充実強化を求める意見書案。
（意見書案 朗読）

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について原案のと
おり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第２４、意見書案第７号については原案のとおり可
決いたしました。
日程第２５号、意見書案第８号「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充
と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、教職員
の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向けた意見書案の提出につい
てを議題といたします。提出議員からの説明を求めます。２番高山議員。

２番
高山議員

意見書案第８号「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義
務教育費国庫負担制度堅持・義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１へ
の復元、教職員の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向けた意見書
案。
（意見書案 朗読）
以上です。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について原案のと
おり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。従って日程第２５、意見書案第８号については原案のとおり可
決しました。ここで一旦休憩いたします。

   （休 憩  午後 １時４０分）
   （再 開  午後 １時４１分）
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それではお諮りいたします。
承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを日程に追加し、追加日程第１
として議題といたしたいと思います。ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って承認第１号を日程に追加し、追加日程第１号とし
て議題とすることに決定しました。
追加日程第１、承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。
議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長からそれ
ぞれの委員会において所管事務調査等について閉会中に継続審査及び調査を実
施したい旨の申し出がありました。申出書はお手元に配布したとおりでござい
ます。
お諮りいたします。
各委員長からの申し出のとおり閉会中に継続審査及び調査等を実施することに
ご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。従って各委員長からの申し出のとおり閉会中に継続審査
及び調査等を実施することに決定いたしました。以上で議案の審議が終了いた
しました。本定例会に付されました事件の審議状況を報告いたします。議案１
５件で原案可決１２件、同意３件。認定２件で特別委員会付託２件。報告４件
で採択２件、報告２件。意見書案４件で原案可決４件。承認１件で決定１件。
これにて本日の日程は全て終了いたしました。会議を取りたいと思います。令
和２年第８回平取町議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでございました。

（閉 会 午後 １時４３分）


